
＜上賀茂小学校ＰＴＡ規約＞ 

 

(名称) 第１条 

本会は，上賀茂小学校ＰＴＡ(以下｢本会｣とする)と称し，事務局を京都市立上賀茂小学校 

(以下｢本校｣とする)内におく。 

 

(目的) 第２条 

本会は，本校児童の教育環境の向上並びに福祉の増進を目的とし，関係する保護者，学校並び

に各種社会的諸団体の相互理解と協力の促進に努める。 

 

(会員) 第３条 

本会は，次の会員によって構成する。 

(１)正会員 本校に在籍する児童の保護者並びに本校教職員の内，本会の目的に賛同する者 

(２)賛助会員 本会の目的に賛同する者 

 

(本部及び本部役員) 第４条 

１ 本会に本部をおく。本部には，以下の本部役員をおく。本部役員は，正会員から選出する

ものとし，任期は１年，一人一役とする。ただし，再任は妨げない。本部役員は第５条及び 

第６条の委員並びに第１４条の会計監査委員を兼ねることはできない。 

(１)会長 １名 

(２)副会長 ２名以上３名以内 

(３)庶務 ４名以上５名以内(うち，１名は本校教職員とする。) 

(４)会計 ３名(うち，１名は本校教職員とする。) 

２ 役員の任務は次のとおりとする。 

(１)会長 本会を代表し，会務を総理する。 

(２)副会長 会長を補佐し，会長に事故有るときは，これを代行する。 

(３)庶務 本会の運営に係る庶務を行う。 

(４)会計 本会の会計事務を行う。 

３ 本部役員は，第１項の規定に拘わらず任期満了後も新本部役員が就任するまでは，任務を

継続する。 

 

 

 

 

 

 

 



(地域委員会) 第５条 

１ 本会に地域委員会をおく。地域委員会は，地域内に交流の場(機会)を積極的に設け，また，

地域における活動を中心に運営し，本会の目的を遂行する。 

２ 地域委員会の委員は，各地域より選出する。委員の数は，別表に示す地域内の正会員の家

庭数の概ね１０分の１とする。 

３ 地域委員会は，委員長を１名選出する。また，地域委員会の業務執行のために必要な副委

員長を若干名選出することができる。 

 

(選挙管理委員会)第６条 

本会に選挙管理委員会をおく。選出等は，別に定めるところにより行う。 

 

(臨時委員会)第７条 

１本部がその必要を認めた際は臨時の委員会を設置することができる。 

2 臨時委員会の設置にあたり、会長は委員会設置の目的、活動内容、活動期間、委員の必要人

数及び役職等を全正会員に対して通知しなければならない。なお、臨時委員については活動期

間が年度をまたぐことがある。 

3 正会員は臨時委員会の設置またはその活動内容等に対して異議を申し立てることができる。

異議の申し立ては、会長による臨時委員会設置の通知が出された日付から 10 日以内に本部に

対し書面またはメールによっておこなうこととし、全正会員の 10 分の 1 以上が異議を申し立

てた場合は、臨時委員会の設置を一旦保留し、臨時総会による審議に移行しなければならない。 

 

(委員の選出) 第８条 

１ 正会員は，正会員の児童の在校期間内に，児童数が１名の家庭の場合は２回以上，児童数

が２名以上の場合は４回以上，本規約に定めるいずれかの委員会において委員を担当しなけれ

ばならない。地域委員の任期は１年とし，一人一役とする。臨時委員の任期及び他の委員との

兼任の可否は第７条２項及び３項に準ずることとする。 

２ 第１項の規定に拘わらず，各委員会の委員長及び副委員長を務めた場合は，委員を２回担

当したものとみなす。 

３ 本部役員の経験者は，委員への選出の免除を申し出ることができる。 

４ 各委員会の委員長及び副委員長経験者は，各委員会の委員長及び副委員長への選出の免除

を申し出ることができる。 

５地域委員は，第１項の規定に拘わらず任期満了後も新委員が就任するまでは，任務を継続す

る。 

 

 

 

 



(部活動) 第９条 

１ 正会員は，次の各事項に適合する部を組織することができる。 

(１)部活動が本会の目的に適合し，全正会員に開かれていること。 

(２)部を構成する会員数が１０名以上であること。但し、その構成に関しては、正会員数が 

３名以上に加えて、上賀茂小学校を卒業した上賀茂学区在住の賛助会員数もしくは家族に上賀

茂小学校卒業生を持つ上賀茂学区在住の賛助会員数を合わせて計１０名以上であること。 

(３)代表者及び副代表者若干名を有すること。 

２ 新規の部の結成は，部を結成しようとする正会員の届出に基づき，第１０条の総会で承認

する。 

 

(総会) 第１０条 

１ 総会は，本会の最高議決機関であり，全正会員によって構成される。会長が招集し，開催

する。 

２ 総会の種類は次のとおりとする。 

(１)選挙総会 年度終了前に開催し，本部役員及び会計監査委員を決定する。 

(２)予算総会 年度始めに開催し，予算，決算及び事業計画その他重要な事項の審議を行う。 

(３)臨時総会 会長が必要と認める場合，運営委員会が必要と認める場合又は正会員の１０分

の１以上の要求がある場合に随時に開催する。 

３ 総会の議題の内容は，開催の３日前までに正会員に通知する。ただし，緊急を要する場合

はこの限りではない。 

４ 総会の定足数は，開催当日の正会員の５分の１とし，委任状等による意思確認により代理

出席を認める。 

５ 総会の議長は，開催の都度，出席した正会員から選出する。 

６ 議事は出席者の過半数で議決する。可否同数の場合は，議長が決定する。 

７ 総会は，書面又は電磁的な方法で開催することができる。 

 

(運営委員会) 第１１条 

１ 本会に運営委員会をおく。運営委員会は，本部役員，各委員長，部活動代表者及び学校代

表によって構成し，本会全般の連絡・企画・調整・総会提出議案その他の重要事項を審議する。 

２ 運営委員会は，会長が招集し開催する。会長が議長を務める。 

３各副委員長及び部活動副代表者は，議決権のないオブザーバーとして運営委員会に参加する

ことができる。 

４ 運営委員会は，５分の３以上の出席で成立し，出席者の過半数をもって議決する。可否同

数の場合は議長が決定する。 

５ 運営委員会は，緊急事項について，総会に代わって議決することができる。この場合，次

の総会において承認を求めなければならない。 

６ 運営委員会は，書面又は電磁的な方法で開催することができる。 



(ＰＴＡ役員会)第１２条 

本会にＰＴＡ役員会をおく。ＰＴＡ役員会は，本部役員及び学校代表により構成され，本会の

運営に必要な事項について審議する。 

 

(会費及び会計) 第１３条 

１ 会員は次の会費を別に定める方法で収める。収められた会費は特に必要があると認められ

る場合を除き返却することはない。 

（１）正会員一世帯 年額４,２００円 

（２）賛助会員 一口６００円 

２ 本会の会計年度は，毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

３ 会員は，何時でも，会計簿及び証票等の資料を閲覧することができる。 

４ 寄付金の受領は，ＰＴＡ役員会の承認を必要とする。 

５ 慶弔費は，本会｢慶弔に関する内規｣に従って行う。 

  

(会計監査委員) 第１４条 

１ 本会に会計監査委員を２名おき，前年度役員の中から互選する。任期を１年とし，再任は

できない。 

２ 会計監査委員は，本会の会計を監査し，総会に報告する。 

 

(規約の改正) 第１５条 

本会の規約は，総会において出席者数の３分の２以上の賛成により改正することができる。 

 

(選挙) 第１６条 

１ 本部役員及び会計監査委員の選挙は，別に定めるところにより行う。 

２ 委員，委員長及び副委員長の選出は，別に定めるところにより行う。 

 

(リコール) 第１７条 

１ 本部役員に不適任者があるときは，正会員の過半数の賛成により当該役員をリコールする

ことができる。 

２ 委員に不適任者があるときは，当該委員を選出した学級又は地域内正会員等の過半数の賛

成により当該委員をリコールすることができる。 

 

(入会及び退会手続き) 第１８条 

１ 入会又は退会をしようとする者は文書によりその旨を会長に通知する。 

２ 転校，卒業などにより正会員の児童が本校児童でなくなった場合は，退会したものとみな

す。 

 



(その他) 第１９条 

本規約の施行に関して必要な事項は，会長が別に定めることができる。 

 

 

附則 

１ 平成１０年３月２日改正 

２ 平成１３年２月１９日一部改正 

３ 平成１４年１０月１０日一部改正・付加 

４ 本規約は，平成１４年１０月１１日から施行する。 

５ 平成１６年５月３１日一部改正 

６ 現会員は，第１５条第１項の規定による入会通知を行ったものとみなす。 

７ 平成１８年５月２６日一部改正 

８ 平成１９年１０月２５日一部改正 

９ 平成２１年３月女性委員会名称変更(はぐくみ委員会へ) 

１０ 平成２２年２月はぐくみ委員の位置づけ 

１１ 平成２６年３月６日一部改正 

１２ 令和３年４月１日一部改正 

１３ 令和 5 年３月２日一部改正 

１４ 令和 7 年 2 月 13 日一部改正 

１５ 令和 7 年 4 月 1 日はぐくみ委員会廃止(はぐくみ委員会の記述を削除) 

 

 

 

別表 

地域番号：公称町名 

１：山本町・藤ノ木町，北大路町，烏帽子ヶ垣内町・蝉ヶ垣内町，竹ヶ鼻町， 

梅ヶ辻町・向梅町，向縄手町，朝露ヶ原町・御薗口町，池殿町，南大路町，中大路町， 

菖蒲園町 

２：荒草町，薮田町，今井河原町，高縄手町，桜井町，松本町，石計町，岩ヶ垣内町，榊田町 

３：土門町，岡本口町，豊田町，畔勝町，池端町，深泥池町，狭間町・ケシ山，本山(東)， 

岡本町・本山(西) 

注 地域内正会員家庭数の最小のものと最大のものの比が３対５を超える場合は，見直しを 

行う 

 

 

 

 



＜上賀茂小学校ＰＴＡ選挙細則＞ 

 

第１条 

上賀茂小学校ＰＴＡ規約第１６条の規定に基づき上賀茂小学校ＰＴＡ選挙細則を定める。 

 

(選挙管理委員会) 第２条 

１ 選挙管理委員は，各学年から 1 名ずつ（合計６名）を基本として選出し，会長が委嘱する。 

２ 選挙管理委員は選挙管理委員長１名を選出する。 

３ 選挙管理委員会は選挙日の少なくとも１ヶ月前に設置し，本部役員及び会計監査委員が確

定した後，解散する。 

４ 選挙管理委員は，本部役員及び会計監査委員になることはできない。 

 

(選挙管理事務) 第３条 

選挙管理委員会は，次の事務を行う。 

(１)選挙告示 選挙日程，立候補受付期間及び方法などを正会員に知らせる。 

(２)候補者受付及び候補者の公表 立候補受付期間終了後，候補者の氏名並びに意見を速やか

に正会員に知らせる。 

(３)選挙結果の公表 

(４)その他選挙に関する事務 

 

(候補者) 第４条 

１ 本部役員に立候補しようとする者は，選挙告示に従い選挙管理委員会に届ける。 

２ 立候補がない場合，新２年～新６年の児童を持つ正会員から，候補者２０名を基本として

選出する。この場合，本部役員経験者は，候補者となることの免除を申し出ることができる。

また，令和８年度以前の加茂川中学校の本部経験者，当該年度において満４歳未満のきょうだ

いを持つ場合は，候補者となることの免除を申し出ることができる。 

３ 前項の候補者は，互選により各本部役員候補者を決定する。 

 

第５条 

教職員正会員は，庶務及び会計各１名を選出する。 

  

(選挙の方法) 第６条 

選挙は，次のとおり行う。 

(１)役職ごとに単記無記名，直接投票により行う。 

(２)対立候補者が無い場合は，信任投票とする。 

(３)有効投票数の過半数をもって当選とする。過半数に達する者がない場合は， 上位者から

順次過半数になるまでの人数を取り，決戦投票を行う。 



(委員の選出) 第７条 

１ 各委員は，各学年及び各地域内の正会員より選出する。尚，地域委員は，上賀茂小学校Ｐ

ＴＡ規約別表に定める各地域に基づいて選出する。 

２ 本部役員の経験者は，委員への選出の免除を申し出ることができる。 

３ 委員長及び副委員長は，各委員会委員より選出する。 

４ 各委員会の委員長及び副委員長の経験者は，各委員会の委員長及び副委員長への選出の免

除を申し出ることができる。 

 

 

附則 

・平成１０年３月２日改正 

・平成１３年２月１９日一部改正 

・平成１６年５月３１日一部改正 

・平成９年度，平成１２年度改正前の役員及び委員歴は，経験回数とみなす。 

・平成１８年５月２６日一部改正 

・平成１９年１０月２５日一部改正 

・平成２２年２月２２日一部改正 

・平成２４年６月１日一部改正 

・平成２６年３月６日一部改正 

・平成２６年１２月８日一部改定 

・平成２８年１２月１日一部改定 

・令和１年５月３０日一部改定 

・令和３年４月１日一部改正 

・令和３年１２月１４日一部改定 

・令和 5 年３月２日一部改正 

・令和７年１２月２日一部改正 

・令和７年１２月１６日一部改正 

 


